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Ⅰ 真岡市の概況

(１)人口・世帯数（令和６年４月１日現在）

・総人口 ７６，９７２ 人

男性 ３８，９５７人

女性 ３８，０１５人

・世帯数 ３１，０８６ 世帯

(２)障がい者数（令和６年４月１日現在）

・身体障がい者 ２，６８５人

・知的障がい者 ９３０人

・精神障がい者 ６６８人
合計 ４，２８３人



MOKA CITY

(３)真岡市障害福祉サービス事業所の状況

事業所数サービスの種類

６居宅介護

４重度訪問介護

０同行援護

２行動援護

０重度障害者等包括支援

０療養介護

５生活介護

０自立訓練（機能訓練）

０自立訓練（生活訓練）

１就労移行支援

４就労継続支援（Ａ型）

８就労継続支援（Ｂ型）

事業所数サービスの種類

０就労定着支援

０自立生活援助

３短期入所

７共同生活援助

1施設入所支援

１児童発達支援センター

12児童発達支援

23放課後等デイサービス

３保育所等訪問支援

０指定一般相談支援

６指定特定相談支援

６指定障害児相談支援

（令和６年11月１日 現在）
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○設置時期 平成30年４月１日

○整備類型 面的整備型

○備えている機能

①相談

②緊急時の受け入れ・対応

③体験の機会・場

④人材の確保・養成

⑤地域の体制づくり

Ⅱ 拠点等体制の概要
(１)整備時期、整備類型、備えられている機能
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＜真岡市地域生活支援拠点等体制図＞

緊急時の受入れ
（24時間体制）

専門性（研修・助言）

日中活動の場
居場所

体験の機会・場

地域移行支援

公共交通
連携

サービス
利用調整

グループホーム

短期入所 居宅介護

日中活動系事業所

地域活動支援センター

交通機関
芳賀郡地域

生活支援拠点

医療機関
相談支援事業所

障がい者・家族

相談

・コーディネート
・地域づくり

真岡市障害児者相談支援センター
（基幹相談支援センター）
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(２)相談・コーディネート窓口

○相談《平日日中》 真岡市障害児者相談支援センター

・４名体制（相談支援専門員４名）

・障害者やその家族からの相談（委託相談）

・総合的、専門的な相談にも応じる（基幹相談）

《夜間休日》 真岡ハートヒルズ（バックアップ）

○コーディネート機能 真岡市障害児者相談支援センター

・地域生活支援拠点整備

・緊急一時支援（緊急短期入所）の受付、調整

・病院からの地域移行に関するコーディネート
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(３)真岡市地域生活支援拠点における「緊急時の定義」

★緊急時とは・・・

障がい者の介護者等が、病気、入院、死亡、

その他やむを得ない理由より介護することが

できなくなったことにより、障がい者が在宅

で生活することができず、当日または翌日に

支援が必要な場合。
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緊急時支援のフロー図 ①

【登録申請】 登録申請書及び申請者状況の聞き取り
・サービス等利用計画あり 《登録A》 ⇒ 指定特定相談支援事業所
・サービス等利用計画なし 《登録B》 ⇒ 基幹相談支援センター
・福祉サービスの利用なし 《登録C》 ⇒ 基幹相談支援センター

【台帳作成】 ・相談支援事業所等から申請書を市に申請書類を提出
・市から緊急時協力事業所及び基幹センターに、申請情報を事前提供
・協力事業所及びセンターは、台帳として保有・管理

【 緊 急 事 態 発 生 】

【平日昼間】8：30－17：15
●指定特定相談支援事業所

・状況確認、受付票作成

【平日昼間】8：30－17：15
●基幹相談支援センター

・状況確認、受付票の作成

【平日夜間】17.15－翌日8：30 及び【土日祝日】
●障害者虐待防止センター（真岡ハートヒルズ）

・相談受付（住所、氏名、連絡先、相談内容の確認等）

《登録A》 《登録B》・《登録C》・《未登録》

連絡、情報、受付票の送付
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緊急時支援のフロー図 ②

【コーディネート】 基幹相談支援センター（真岡市障害児者相談支援センター）
○受付 ・24時間体制（365日）
○対応 ・登録台帳、受付票の情報を確認、状況確認（状況によって市職員同行）

・支援方法の検討、判断

【適用判断】 基幹相談支援センター及び市担当職員
・障害福祉サービスの短期入所や他制度の活用について検討
・やむを得ない事情で、他に対応手段がない場合は緊急一時支援を適用

【利用調整】緊急一時支援の対応事業所の優先順位
①今まで利用したことがあるなど、登録者とつながりのある事業所
②輪番となっている事業所

【緊急一時支援の実施】 受け入れ事業所
・受付票の確認、支援の経過記録簿の作成

【関係機関会議】 次の支援方針を検討（基幹相談支援センターが関係機関を招集）
【緊急一時支援の終了】 次の支援につなげる。（原則として１週間以内）

・経過記録簿の提出 市への費用の請求（委託料：短期入所の区分６の単価／日）
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○芳賀地区地域生活支援拠点モデル事業推進会議の設置
（平成30年６月５日）

【目的】 市及び芳賀郡が、それぞれの地域生活支援拠点整備を連携して

進めるための協議を行う。

【メンバー】 関係法人の代表 ４名 県東健康福祉センター １名

県協働コーディネーター １名

真岡市障害児者相談支援センター ３名

芳賀郡障害児者相談支援センター ３名

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 ５名

【開催実績】 年間７回開催

6/5 7/28 8/29 9/19 10/31 12/26 1/30

※事務局会議 年間９回開催（推進会議の前に１市４町で事前協議を実施）

Ⅲ 地域生活支援拠点の設置の経緯
(１)設置に至るまでの経緯
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・相談支援センターにコーディネーター１名配置

相談支援体制の強化、緊急時対応等の課題について、市の地域生活支援

拠点に必要な機能を整備する。

・芳賀地区での連携

芳賀地区は、社会資源が非常に乏しいため、必要に応じ、芳賀郡４町と

連携して課題に取り組む。

・拠点整備モデル事業推進会議に参加

芳賀郡で開催する事務局会議及び推進会議（月1回程度）に事務局として

参加し、芳賀地区全体での整備状況を報告・確認する。

(２)設置に際しての補助金等の活用状況
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(３)重点的に整備を進めた機能

①地域移行支援

・退院支援として、県東健康福祉センターと連携。精神科病院に入院中の方

の地域移行に向けた支援方法を検討。

・指定特定相談支援事業者、障害者就業・生活支援センターとの意見交換会

を実施し、事業者へ助言等を行った。

・地域生活支援拠点整備事業研修会として「精神疾患を持つ方への支援につ

いて」をテーマに、芳賀地区の事業所職員及び支援関係者を対象に研修会

を開催。

②相談支援強化

・基幹相談支援センターを設置し、相談支援員を２名から４名に増員。
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(３)重点的に整備を進めた機能
③緊急時受け入れ（１市４町共同実施）

・緊急時の受入れについて、４つの社会福祉法人（飛山の里福祉会・こぶし

の会・同愛会・益子のぞみの里福祉会）に事業協力を依頼。先進地視察

（栃木市「くらしだいじネット）も行い、平成30年４月から「緊急一時支援

事業（愛称：はが地区あんしんネット）」を開始。

④地域活動支援センターの充実

・ほっとCHA（１市４町共同で委託）

・真岡市地域活動支援センターさくらんぼ（真岡市単独で委託）

↓

平成30年４月から精神障がい者の受入れ開始
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(３)重点的に整備を進めた機能

⑤公共交通の検討

・事業所への通所手段についてアンケートを行い、家族による送迎という

回答が多かったことから、公共交通を利用しやすくするための検討や、

デマンド交通の利用拡大に向けた検討を行った。今後も芳賀地区におい

て１市４町が連携して取り組むべき課題として共通認識を図った。
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Ⅳ 令和５年度緊急一時支援事業の実績

人数※登録

59A

0B

1C

60合計

人数年代

15～10代

2120代

830代

940代

550代

260代～

60合計

人数等級

身
体
・
知
的

人数等級

精
神
・
知
的

人数等級

精
神

人数等級

知
的

人数等級

身
体

21級A111級A101級11A141級

11級A221級B132級10A232級

11級B111級B203級11B103級

12級A112級A22B204級

13級A112級B205級

13級B106級

14級A1

14級A2

15級A1

10合計6合計3合計34合計7合計

(１)緊急一時支援登録者の状況（令和６年３月末現在）

①登録種別 ②年代別 ③障害種別

※登録A：障害福祉サービスを利用し、サービス等利用計画を作成している者
登録B：障害福祉サービスを利用しているが、サービス利用計画等を作成していない者
登録C：障害福祉サービスを利用していない者
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Ⅳ 令和５年度緊急一時支援事業の実績

人数短期入所

42あり

18なし

60合計

件数年度

1R5

0R4

2R3

3R2

0R1

6合計

④短期入所登録の有無 ⑤医療的ケアの有無

人数医療的ケア

2あり

58なし

60合計

⑥利用相談件数

(１)緊急一時支援登録者の状況（令和６年３月末現在）
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(２)関係者との連携及び研修・検討会の実施状況

・検討会

芳賀地区自立支援協議会の専門部会のうちの１つである「あんしんネット

部会」において、緊急一時支援に関する調査・連携・支援体制等の協議を行う。

○令和５年度内容

・１市４町及び委託事業者、相談支援センターへそれぞれアンケート調査を

実施。その結果をもとに、緊急一時支援事業の問題点について検討を行った。
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(３)設置から現在に至るまでの取組み結果

【令和２年度】

①緊急一時支援未登録者。母の入院や息子による経済的虐待等により６日間利用。

その後短期入所を経てグループホーム入居。

②緊急一時支援未登録者。父及び兄からの虐待のおそれがあったため７日間利用。

その後短期入所を経てグループホーム入居。

③緊急一時支援未登録者。兄からの虐待のため６日間利用。その後短期入所を経て

グループホーム入居。

【令和３年度】

④緊急一時支援未登録者。家族との激しい喧嘩が原因で、本人からの家にいたくない

との申し出により３日間利用。その後短期入所を経てグループホーム入居。

⑤緊急一時支援未登録者。母が本人を連れ友人宅で生活、その友人が同居している男

性からの性的嫌がらせが原因で５日間利用。その後グループホーム入居。
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(３)設置から現在に至るまでの取組み結果

【令和５年度】

⑥緊急一時支援登録A。本人が家に火をつけ、ボヤで事なきを得たものの、母

の一緒にいたくないとの強い希望から４日間利用。その後自宅に戻る。

・これまでの利用実績をみると、本市では虐待案件による利用が多い。

制度の利用によって、行政や関係機関が障がい者本人や家族が抱える問題に

介入し、解決に導くことができるとともに、障がい者の権利擁護の推進が図ら

れている。
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(４)課題及び今後の方針

○強度行動障害児者、医療的ケア児者の受入れ態勢の検討が必要

○感染症流行時において、施設内でクラスターが発生した際の部屋の確保

○宿泊ができない障がい者への対応の検討（自宅への訪問支援等）

○制度の利用において、１市４町で判断基準等の統一化を図る
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Ⅴ 周知パンフレット


